日本共産党の岡田幸子です。一般質問を行います。

まず初めに、知事の政治姿勢の第一として、総選挙の結果と新しい政治のあり方について、認識をうかがいます。

　「自公政権ＮＯ」の激しい地鳴りの中で、与党が大敗し新政権が発足しました。新自由主義による弱肉強食の政治、構造改革の名で国民に限界をこえる痛みを強制した政治が、とうとうゆきづまり、国民の怒りが爆発しました。日本社会の、この異常なゆがみはもう放置できない、「奪われた暮らしと明日への夢を返せ」。この怒りは、時の政権のみならず、戦後半世紀の自民党政治そのものへ,向けられたものです。
日本共産党は、国民本位の政治をかかげ、悪政と闘い続けた政党として、今回のこの大転換を心から歓迎するものです。新しい政治、新しい国づくりへ、国民的探求が本格的に始まりました。そこで質問ですが、知事は、今回の国民の怒りの審判が、これまでの政治の何に向けられたと考えるか、また国民は何を求めたと考えるか、率直な見解をうかがいます。政治家として、また自治体の長として、今回の変化の意味をどう見るかは非常に重要な認識なので、知事ご自身の言葉で答えていただきたいと思います。

　選挙結果にこめられた民意が、正しく生きる政治をつくりあげる、国民の願いにそって政治をさらに前へ進める、これが極めて重要になりました。この観点から日本共産党は「建設的野党」の立場で、力をつくす決意です。新政権が行なう実際の政治、一つひとつの政策が、国民の願いに合致する時は、大いに力を合わせ、よりよいものをつくりあげる。逆にそれが国民の利益に反する場合は、きびしく反対し、押しとどめる防波堤の役割を果たす。まかり間違っても、一票に託した国民の希望が失望に終わる事態を、絶対につくってはならないからです。

　そこでうかがいたいのは、この民意が尊重され、政治に正しく生かされるよう、知事がどんな立場で行動するかです。新政権のもとで、マニフェストにもとづく政策転換が、矢継ぎ早に打ち出されています。選挙戦を通じて国民的争点となり、共通の課題として集約された切実な国民要求も、高齢者医療差別の中止、労働者派遣法の改正、高校学費の無償化、障害者応益負担の廃止、八ッ場ダムの中止等々、多岐にわたります。その多くが、これまでの千葉県政に大きく軌道修正を迫る内容です。そこで、知事があくまでも民意を尊重し、民意にそってこの政策転換を推進する立場にたつのか、それとも逆に抵抗する側にたつのか、直ちに問われることになります。どんな場合にも今回の民意を尊重する、こう明確に表明していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

その点で、二つのことについてうかがいます。１つは後期高齢者医療制度の問題です。これは年齢で医療を差別する、つまり人の命に差別をつける、世界に例を見ない悪法です。人間の平等を踏みにじって恥じない、こうした冷酷な政治が審判を受けたのだと、知事は考えませんか。人の尊厳の名において、廃止以外にありません。「制度が動き始めたばかり」とか、「混乱が起きる」、などの理屈で放置できない人道上の課題として、緊急の行動が必要です。率先して廃止を主張すべきです。お答え下さい。

いま１つは八ッ場ダムです。このダム問題には、千葉県知事２代にわたる公約違反という、特別の歴史が刻まれています。すでに「必要性」の根拠はすべて崩壊し、新政権も中止を明言している今、県が従来の惰性であくまで建設に固執するというような愚を、もう終わらせる時です。現地住民の言葉に尽くせぬ苦しみに、一刻も早く終止符を打ち、５７年におよぶその犠牲を償うためにも、「生活再建法」制定の声をあげるべきです。答弁を求めます。
政治姿勢の第二は、政治・行政への信頼回復の問題です。千葉県庁の不正経理問題は、県民に衝撃を与えています。過日の全員協議会でわが党が主張したように、この問題は、一般的に職員の「公金意識の欠如」や「長年の慣行」を指摘するだけではダメで、そうした風土がなぜ醸成されたのか、なぜ痛みを感じていた担当職員が不正と戦って自浄作用を発揮することができなかったのか、その背景にメスを入れ、核心をえぐることが不可欠です。県庁トップや幹部の特別の責任、その隠蔽体質に踏み込んでの解明なしに、ただ、幹部が連帯責任で弁償しましたというだけでは、再発防止の保証にはならないと考えますが、知事の見解を求めます。

最後に、徹底解明の先頭に立つべき知事自身が、みずからの違法献金や迂回献金の疑惑を、今なお放置したままです。そんな姿勢で、不正経理問題に本気で取り組めるのか、との疑問が出るのも当然です。違法な企業献金は「返した」というなら、その証拠を県民に示し説明すべきです。収支報告書は自民党支部解散時に訂正する、との約束を直ちに果たすべきです。道義的責任がきびしく問われていることを指摘し、責任ある答弁を求めます。
次に教育問題についてです。本来、教育と言うものは、子どもたちに学ぶ喜びを実感させると同時に、しっかりとした学力と市民道徳を身に付けさせ、未来を担う主権者としての人格を形成していくことだと考えます。しかし、現在の日本の教育は、国連の子どもの権利委員会からも指摘されているように、過度に競争的であり、本来の教育のあり方から逸脱していると言わざるを得ません。
実際に、千葉県内のある中学３年生は、９月・１０月の２ヶ月間で４回のテストがあり、そのほかに業者のテストをも受けることが薦められ、テストに次ぐテスト「いかに点数をあげるか」の日々を強いられています。受験準備が優先される中、子どもたちの成長に大事な役割を果たす、文化祭などの学校行事が、まさに「消化するだけ」という形にゆがめられています。このような状況こそが、「過度に競争的」だと指摘されているのではないでしょうか。受験対策中心が学校教育をゆがめていると考えられますが、見解をうかがいます。
これを是正すべき県教委は何をしているか。昨年度から中高一貫教育を取り入れました。今年度も80人の定員に対して1300人、なんと16倍もの応募者です。千葉県中から、遠くは旭市や富津市などから毎日1時間半もかけて通う生徒もいます。競争を低年齢化し、駆り立てる仕組みを、行政が率先して作っていると言わざるを得ません。やることがさかさまではないでしょうか。お答えください。
  さらに、　子どもたちの競争に拍車をかけているのが、全国一斉学力テストです。とうとう島根県は学校ごとの結果を公表することにしましたが、これにたいして、文部科学省は「学校間の競争を激化することにつながる」と、異議を唱えています。日本共産党は、「全国一斉学力テストは行うべきではない」と主張してきましたが、新政権も来年からは見直す方向を示しています。少なくとも千葉県として、市町村別、学校別の結果を公表しないことを、改めて求めますが、お答えください。
今、教育に一番求められていることは、子どもたち一人ひとりに対して、きちんと学びを保障していくことです。そのために行政は何をこそするべきなのか、以下、質問します。
まず、学費の負担が、生徒たちに重くのしかかっている問題です。

市川市内の高校生の生活費アンケート結果によれば、多くの生徒が「学費のことで親に迷惑をかけて申し訳ない」と答えています。また、「学費のことで進学できるか心配」と言う生徒もいるなど、胸が痛みます。学費が払えず退学を余儀なくされる生徒の急増が、社会的にも問題になっているではありませんか。
OECDがこの9月に発表した、世界の教育にかける予算では、日本の国内総生産に占める公的支出割合は、比較できる28か国中27位と、下から数えて２番目です。この間、教育関係の２３団体が「せめて、国際水準並みの教育予算を」との新聞広告を出しました。選挙後のテレビ討論会でも、学費の軽減は、各党の合意が得られる状況になっています。家庭の経済事情で学ぶ機会が奪われる、千葉県の子どもたちをそんな目に遭わせてはなりません。県としても、学費軽減や、高校授業料の無料化を国に迫るべきではないでしょうか。
千葉県が行っている、高校の授業料未納7ヶ月で停学、9ヶ月で退学という規定は、まさに脅しをかけるようなやり方であり、即刻止めるべきです。また、働きながら学んでいる夜間定時制高校生は、仕事が減るなどさらに生活が厳しくなっています。この４月まであった給付制の奨学金を早急に復活し、拡大を図るべきです。以上、３点あわせてお答えください。（間）
お金の問題だけではありません。強引に進めてきた高校統廃合の結果、県自ら学びの条件を破壊しているのは重大です。
例えば市川市では、市川北高校と西高校が、２年後の統合のため、１学年4学級ずつに縮小されています。そのしわ寄せで、市川東高校は昨年から、最大規模の１学年８学級になっています。さらに、来年度の１年生は、１学級増の９学級にまで増やされます。すでに多目的室を普通教室に転換するなどしていますが、現場からは教育活動に支障をきたすと、心配の声があがっています。来年度、全県では、同様の１学年９学級という学校が１１校にもなるではありませんか。県教委は、都市部では、１学年６～８学級が適正規模だ、と説明していたはずです。県自ら無理な統廃合で、不適正な学校を作ってしまったではありませんか。しかも、都市部の第１、第２、第３学区の中学卒業生徒数は、県も増えると見込んでいます。統廃合先にありき、予算削減ばかりを念頭に置いてきたことが招いた結果であり、県の責任は重大です。そこでお尋ねします。統廃合を強引に進めてきた挙句、このような事態を招いた。このことに反省はないのでしょうか。せめて第３期統合計画で打ち出した市川市・船橋市・松戸市・我孫子市にある８校を４校に統廃合する計画は直ちに撤回をするべきですが、見解をうかがいます。
県、自ら高校の学びの条件を悪化させ、豊かに学びたい・学ばせたいという子どもたち・保護者・教職員の願いを断ち切ることは、断じて許されることではありません。厳しく指摘するものです。（間）
さらに、子どもたちの学びを保障するために何よりも重要なのは、教職員が「ゆとり」を持って子どもたちに接することができる条件を整えることです。しかしながら、現場の実態はひどいものです。
まず、教員の配置です。本来なら、正規教員をあてるべきところに、一年間契約の講師が大量に配置されています。教育と言うのは、何よりも教職員の一致した取り組みと継続性が求められるものですが、千葉県では、それが当局によって、ないがしろにされ続けています。

講師は若い人が多く、子どもからも好かれています。しかし、1年こっきりの契約です。子どもにとってはもちろん、去っていかねばならない講師にとってもつらいものです。「学校としても、継続性が持てない」と、改善を求める声が広がっています。講師自身も、正規教員になりたいと頑張っているのに、たとえば部活の顧問を任されると、練習や試合などで忙しく、採用試験に向けての準備もままならず、合格どころか、受験すら断念せざるを得ない場合があります。正規教員として、十分やっていける力はあるのに、何年も講師のまま。県教委の責任は重大ではありませんか。
（このパネルをご覧ください。今年度、千葉県の新規の正規採用者は１１３０人です。青色の部分です。これに加えて、ほぼ同数の１０４８人もの講師を雇いました。赤色の部分です。毎年、約半分は講師なのです。本来は、全部正規の教員でなければならないのです）
講師の年間報酬は、正規教員と比べ、３０代半ばでは１００万円近く低いのです。安上がりの教育、財政最優先の姿勢が、教育現場や子どもたちに大変なしわ寄せを押し付けていると言わざるをえません。必要な教員は、正規教員としてきちんと採用し、配置すべきです。お答え下さい。
このような窮屈な配置が、教員の健康をむしばんでいます。船橋市の調査では、小・中学校の平均勤務時間は１１時間２５分。毎日３時間以上の残業に加えて、持ち帰り仕事もあります。仕事中に休憩を取れないと答えた人も多く、ゆとりを持って子どもたちに接することができないばかりか、いつ倒れても不思議ではない状態です。市川市の調査でも、ひと月の残業が、いわゆる過労死ラインである８０時間を超え、１００時間以上になる人が１３人もいました。実際この数年、在職中に亡くなった方は全県で、年間３０人前後にも及んでいます。こうした異常事態の放置は、断じて許されません。教職員の長時間過密労働を直ちに改善するべきです。少なくとも県の責任で勤務実態調査を行うべきです。お答えください。（間）
学校にとってもっとも大切なことは、一人ひとりの子どもの成長のために、全ての教員が知恵を出し合い、教師集団が一致して、子どもたちに対応できる学校を作っていくことです。そのために何よりも大事なのは、教職員のゆとりと学校の自主性・主体性の確保です。まちがっても、教育の現場が上意下達の組織などになってはなりません。まして、給与や身分に格差を持ち込んで、教員を分断するなど、許されることではありません。行政が行うべきことは、子どもたちの学びを保障する条件を整えることにこそあります。「しつけ」だ、「道徳強化」だなどという前に行政本来の責任をこそ果たすべきであることを、重ねて厳しく指摘するものです。（間）
次に、外環道路についてです。土地収用手続きのための道路事業認定作業が進められていますが、環境問題や費用に対する効果などきちんと検証しないままの強行は、断じて認められません。
現在１３２戸の家が立ち退きせずに残っていますが、これほど沢山の家を収用手続きにかけると言う暴挙があって良いわけがありません。立ち退きを拒否している人たちの話を聞いてみると、ある方は「今住んでいるところは緑もあり、駅にも比較的近い。せっかく良いところを探し当てて来たのに、立ち退きを迫られるなどひどい」また、床屋を営業している方は、「引っ越した先で、固定客がつくかどうかが心配。営業の保障まではしてくれないから、引っ越すことも出来ない」とのべており、どれも至極当たり前の理由です。このような声や思いを県はどう受け止めているのか？住民の願いを踏みにじって、強引に立ち退かせることが許されると考えているのか。まず、伺います。
収用手続きの一段階としての道路認定をする前に、やらねばならないことがあります。
その一つが、公害に対する対応策です。喘息や肺がんの原因になるとして最近注目をあびている微細な粒子であるPM２．５。これは、ディーゼル車などを中心に排出されるもので、肺の奥深くに入り込み、私たちの健康に重大な影響を与えるとされています。環境省が今年９月に設定した環境基準は、年平均一立方メートルあたり１５マイクログラムです。２００１年から２００６年まで環境省を中心に行った調査では、市川市内にある真間小学校でも、塩浜体育館でも基準値を上回っていました。市川の喘息児童数は、２０年度統計では、小・中学校で１３８３人。被患率も、全国平均を大きく上回っています。計画沿線近くには、隣接している国分小学校をはじめ、８校もの小・中学校があり、「ますます喘息の児童が増えるのではないか」と心配する声が広がっています。せめて、このPM２．５について、予測調査を行うことと、万全な対策を取ることを国や事業者に迫るべきだと考えますが、どうか、伺います。
２つ目は、建設につぎ込んだお金に対してどれほどの効果があるのか、いわゆる費用対便益についてです。
外環道路の市川部分は、住宅密集地を通ることもあり、莫大な経費を必要とし、事業費は、高速道路と国道部分を合わせて、１兆３千億円を超えます。今年３月に費用対便益比を国土交通省が再評価した結果、ほとんど効果が無い、１．０と言う驚くべき数値が示されました。これは、これだけの巨額な費用をかけても、「効果はない」ということで、一般道路や公共交通網を整備する方が、よほど費用も安価で利便性も高まると言うことです。
事実、渋滞解消と言いながら、通過時間の短縮効果は極めてわずかなものにすぎません。例えば、国道６号水戸線から、市川広小路までの市川松戸線は、通過するのに現状10分が、9分へ。本八幡駅から中央道路を経て、柏へ向かう市川柏線は、47分から46分へ。その他、どの道路を取ってみても、１分そこそこの短縮効果しかないことが示されました。これでは、「渋滞解消のため」などとはとても言えません。１メートルに１億円もの莫大な費用をかけて、本当に作る必要があるのでしょうか。再度検証する必要があると考えますが、見解をうかがいます。
日本共産党は、巨大道路建設優先を改めるべきだと一貫して主張してきました。徹底して無駄を見直すというのは、今や、世論の大きな流れです。外環道路についても抜本的に見直すべきことを申し上げまして、１回目の質問といたします。（１８枚と５行）
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